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　今年の３月、ＩＢＭ深セン工場で1,000人近い従業員が
操業を停止する事件が発生しました。この事件の引き金と
なったのは、ＩＢＭが深セン工場の従業員全体に対し工場
を聯想集団（レノボ）に売却することを宣言するとともに、
従業員の処置案を公布したことです。報道によると、ＩＢ
Ｍは深セン工場の従業員に対し３つの案を提示しました。
　処置案１：残留して勤務継続し、今後レノボと労働契約
を締結する。賃金水準は総体的には不変とし、ＩＢＭでの
勤続年数は認められ、レノボで勤務する期間の全ての福利
の計算に用いられる。
　処置案２：勤続年数の精算、すなわち、ＩＢＭは従業員
と労働契約を解除し、従業員に補償金を支払う。補償金は
（Ｎ＋１）カ月分の賃金（Ｎは従業員のＩＢＭでの勤続年数
をベースに計算した法定経済補償金）に相当する金額とし、
その後、従業員とレノボが新たに労働契約を締結する。報
道によると、補償金は買収が完了した後に支払われる。
　処置案３：自ら離職し、定められた期限までにＩＢＭと
労働契約を解除し、経済補償金として（Ｎ＋１）カ月分の
賃金＋6,000元の支給を受ける。
　従業員は、以上３つの案の中から自ら選択することがで
きますが、ＩＢＭは従業員が残留勤務することを奨励しま
した。従業員は、ＩＢＭが提示した案は従業員の意見を十
分に聴取しておらず、態度が強硬であり、将来の就労につ
いて多くの従業員を不安にさせたと考えています。また、
労働契約の解除に至った原因はＩＢＭ側にあるため、受け
取るべき経済補償金は３つの案よりも多いはずだと考えて
いる従業員もいます。
　３月末時点の報道によると、従業員が１週間にわたり操
業停止した後、ＩＢＭ側は大幅に譲歩することはなく、既
に半数近くの従業員がＩＢＭを離職することを選択しまし
た。
　本件でＩＢＭが提示した処置案には中国労働法の関連規
定に違反する内容は存在しません。会社買収の過程では、
「労働契約法」第36条、第40条第３項などが法律法規の依
拠として通常使用されます。
　処置案２と処置案３の補償金には、法定基準を下回ると
いう違法は存在しません。ただし、会社買収において、処
置案は適法ではあっても最低基準ぎりぎりに近く、実務上
の運用と手続きの管理は往々にして、会社が穏便に買収プ
ロセスを遂行する上で重要な作用を果たします。
　従業員の処置案の制定、執行、リスク予測と対応などの
各フェーズで、不備のない計画を実行し、隅々まで執行す
ることが必要であり、その過程全体が比較的複雑です。以

下に要点を示します。
　１．従業員の処置案は分かりやすく、簡単かつ明瞭であ
ること。過度に選択案を提供せず、一般的には２つの案か
ら選ばせることが望ましいです。選択肢が過剰であると、
従業員は選択しにくくなります。
　２．話し合いのルートを設けること。従業員の処置案を
公布すると、従業員から処置案に対するさまざまな疑問が
寄せられることは避けられないため、あらかじめ話し合い
のルートを設けておくと、従業員の抵抗を緩和することに
役立ちます。例えば、従業員が選んだ代表と話し合いをす
る、または会社労働組合が従業員と会社との仲立ちになる
などです。
　３．第三者組織または機構に協力を求めること。第三者
組織または機構は、上級労働組合、労働行政部門、地方政
府、弁護士事務所を含み、処置案を公布する前にこれらの
組織または機構と連絡を取り、安定を保ちながら処置案を
実施するために協力を要請することを勧めます。
　４．中・高級管理者の支持を獲得すること。中・高級管
理者は、会社の管理職であると同時に従業員でもあり、基
層従業員の考え方について一定の理解があります。処置案
公布前に彼らに説明することにより、従業員が処置案を誤
解する可能性を低減することができます。また、管理者が
率先して処置案を受け入れれば、従業員に受け入れさせる
上である程度においてプラスに働きます。
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